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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２７年３月５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１９日 ２１時２８分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市大柄杓
おおびしゃく

島南西方沖 

 倉敷市所在の六口島灯標から真方位２７４°３.６２海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°２６.１′ 東経１３３°４１.３′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 第五福
ふく

吉
よし

丸、１９９トン 

１３４７７４、個人所有 

５５.６７ｍ×９.５０ｍ×５.４０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年２月２０日 

Ｂ 押船 清
きよ

丸、１２０トン 

   １３４７２４、岡本海運株式会社 

３０.２５ｍ×９.００ｍ×５.７９ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成６年１１月 

Ｃ はしけ ＪＦＥ
ジェーエフイー

 Ｎ
エヌ

１、約３,５１４トン 

   なし、岡本海運株式会社 

９７.０ｍ×２７.０ｍ×３.８ｍ、鋼 

   機関なし、平成６年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６９歳 

五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４１年１１月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年２月１４日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月１０日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６６歳 

四級海技士（航海）  

    免 許 年 月 日 昭和５４年７月１３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月３日 

    免状有効期間満了日 平成２７年６月２３日 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷船首ベルマウス部から船体中央部にかけて破口及び亀裂を伴

う擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 船首中央部に破口、船首ブルワーク部に曲損、左舷船首フェアリ

ーダーに破損 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、大柄杓島南方沖を約１１.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により西進

中、単独で船橋当直に就いていた船長Ａが、右舷船首約３０°にＣ船

の船尾にＢ船の船首を嵌合
かんごう

させた押船列（以下「Ｂ船押船列」とい

う。）が、探照灯を点滅させながら接近することを認めたが、Ａ船の

方がＢ船押船列よりも速力が早く、Ｂ船押船列の前路を通過できると

思い、左舷方を向いて北航船の状況を見ながら継続して航行した。 

Ａ船は、船長Ａが、ふと右舷方を向くと、Ｂ船押船列が右舷船首方

約１００ｍに見えたので、Ｂ船押船列と衝突すると思い、機関を中立

運転としたが、間に合わず、大柄杓島南西方沖において、平成２５年

１２月１９日２１時２８分ごろ、その右舷船首部とＣ船船首部とが衝

突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、Ｂ船押船列を構成し、船長Ｂ

が指揮し、次席二等航海士Ｂを操舵に就かせ、倉敷市下水島西方沖

を、手動操舵により、約８.３kn の速力で南南東進した。 

船長Ｂは、左舷船首６０°３.５Ｍ付近にＡ船の右舷灯とマスト灯

を初認した後、備讃瀬戸海上交通センターから西航船がいるので注意

するように連絡を受けたので、その後、Ａ船に対して注意を促すため

に探照灯を２回照射したものの、Ａ船の動きに変化を認めなかった。 

 Ｂ船押船列は、大柄杓島西方沖で南東方に変針した後、船長Ｂが、

Ａ船の動きが気になり、再度、Ａ船に向けて探照灯を点滅照射した

が、依然としてＡ船の動きに変化がなかったものの、Ａ船がＢ船押船

列を避けてくれるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行してい

たところ、Ａ船がＢ船押船列の左舷船首方約２００ｍとなっても避航

しなかったので、衝突の危険を感じ、自ら右舵一杯としたが、間に合

わず、Ａ船と衝突した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 船長Ａは、探照灯を点滅させながら接近するＢ船押船列に気付く

前、Ｂ船押船列から探照灯で２回照射されたことに気付いていなかっ

た。 

船長Ａは、夜間、本事故発生場所付近を幾度も航行しており、同海

域では、以前から、夜間、北航船はあるものの、南航船はほとんどな
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かったので、Ｂ船押船列を認めた後、Ｂ船押船列に対する見張りを行

わずに左舷方を見ていた。 

船長Ａは、レーダーを６～１２Ｍレンジで使用していたが、主にレ

ーダー画像に重畳される電子海図を見て自船の位置を確認するのに用

いていたので、Ｂ船押船列のレーダー映像を見ていなかった。 

船長Ｂは、夜間、他の通航船舶に対して注意喚起等を行う際、探照

灯が一番効果があると思い、Ａ船に対して汽笛による音響信号を行っ

ていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、大柄杓島南西方沖を西進中、船長Ａが、Ａ船の方がＢ船押

船列よりも速力が早く、Ｂ船押船列の前路を通過できると思い、左舷

方を向いて北航船の状況を見ながら航行し、Ｂ船押船列に対する見張

りを適切に行っていなかったことから、Ｃ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船押船列は、大柄杓島南西方沖を南東進中、船長Ｂが、西航する

Ａ船に向けて探照灯を点滅照射した際、Ａ船の動きに変化が認められ

なかったものの、Ａ船がＢ船押船列を避けてくれるだろうと思い、針

路及び速力を保持して航行したことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、大柄杓島南西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船

押船列が南東進中、船長Ａが、Ａ船の方がＢ船押船列よりも速力が早

く、Ｂ船押船列の前路を通過できると思い、左舷方を向いて北航船の

状況を見ながら航行し、Ｂ船押船列に対する見張りを適切に行わず、

また、船長Ｂが、西航するＡ船に向けて探照灯を点滅照射した際、Ａ

船の動きに変化が認められなかったものの、Ａ船がＢ船押船列を避け

てくれるだろうと思い、針路及び速力を保持して航行したため、Ａ船

とＣ船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行い、衝突するおそれのある場合には、航法

に従って衝突を避けるための措置を講じること。 
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付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 
 

時刻 

（時：分：秒） 

対地速力 

(kn) 

北緯 

（°－′－″） 

東経 

（°－′－″） 

対地針路 

（°） 

船首方位 

（°） 

 21:17:03 8.4  034-27-20.5 133-40-19.9 174.9  172 

 21:18:03 8.4  034-27-12.1 133-40-21.1 172.6  167 

 21:19:03 8.5  034-27-03.9 133-40-23.1 166.0  156 

 21:20:03 8.0  034-26-56.3 133-40-26.5 151.7  140 

 21:21:14 7.8  034-26-48.8 133-40-33.2 141.8  135 

 21:22:03 8.1  034-26-43.8 133-40-38.5 137.9  134 

 21:23:14 8.4  034-26-36.7 133-40-46.2 137.9  134 

 21:24:24 8.2  034-26-29.6 133-40-53.9 136.1  136 

 21:25:04 8.2  034-26-25.5 133-40-58.3 138.5  137 

 21:26:03 8.2  034-26-19.3 133-41-04.9 139.4  140 

 21:27:03 8.2  034-26-12.8 133-41-11.2 141.2  138 

 21:27:43 8.3  034-26-08.6 133-41-15.4 135.1  143 

 21:27:54 7.8  034-26-07.6 133-41-16.5 137.5  150 

 21:28:00 7.8  034-26-07.0 133-41-17.1 139.7  153 

      
（注）船位は、操舵室上部に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 

 

大柄杓島 

付図１ 事故発生経過概略図  

事故発生場所 
（平成２５年１２月１９日  ２１時２８分ごろ発生） 
 

岡山県倉敷市水島港 

六口島灯標 

Ａ船 

Ｂ船押船列 


